
公拡法の事務フロー（平成 24年 4月 1日より） 

        

 

 

                         

                        有償譲渡の届出（法 4条第 1項） 

                        買取り希望の申出（法 5条第 1項） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地所有者 

福島市（都市計画課） 

関係各課や福島県等へ土地買取り希望の照会 

買取り希望なし 買取り希望あり 

土地所有者 土地所有者 買取りを希望する

地方公共団体等 

協 議 

不成立 成 立 

第三者へ譲渡 地方公共団体等の土地取得 

届
出
の
受
理
日
か
ら
三
週
間
以
内
に
市
長
か
ら
通
知 

土地買取り協議団体の決定通知 

協議期間：決定通知を

受けた日から 3週間 

買取希望がない通知 


